
再評価結果（平成２２年度事業継続箇所）
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担当課長名：深澤 淳志

事業名 一般国道４号石橋宇都宮バイパス 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
いしばしうつのみや

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：栃木県河内郡上三川町下蒲生 延長
とちぎけんかわちぐんかみのかわまちしもがもう

至：栃木県宇都宮市平出工業団地 １８.７ｋｍ
とちぎけんう つ の み や しひらいでこうぎょうだんち

事業概要 新４号国道は、埼玉、茨城西部、栃木の主要都市を縦貫する延長約８０ｋｍの幹線道路であ
り、北関東地域の広域幹線道路網を形成するものである。石橋宇都宮バイパスは、新４号国道の一部を形
成するものであり、北関東地域の交通基盤の強化と宇都宮市中心市街地の通過交通排除による都市交通円
滑化、開発計画等地域振興の支援を図る６車線のバイパス事業である。
Ｓ４５年度事業化 Ｓ４４年度都市計画決定 Ｓ４５年度用地着手 Ｓ４７年度工事着手
全体事業費 約６００億円 事業進捗率 ９７％ 供用済延長 18.7km
計画交通量 ５１，５００～６５，４００台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) ４．９ 16/1,591億円 226/7,785億円 平成２１年

事 業 費：12/1,481億円 走行時間短縮便益：181/6,292億円
(残事業) １４.１ 維持管理費：3.7/ 110億円 走行費用減少便益： 30/1,114億円

交通事故減少便益： 15/ 379億円
感度分析の結果 事業全体・残事業について感度分析を実施
【事業全体】交通量 ：B/C＝4.5～5.3（交通量 ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝13.7～14.8（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C＝4.9～4.9（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝13.3～15.1（事業費 ±10％）
事業期間：B/C＝4.7～5.1（事業期間± 1年） 事業期間：B/C＝13.6～14.8（事業期間± 1年）

事業の効果等
(1)交通渋滞の緩和 約9割の区間が6車線で完成しているが、未整備区間を中心に渋滞が発生
(2)交通安全の確保 交差点部での追突事故などが発生しているが、整備済みの区間では事故が減少
(3)地域開発の活性化 多くの工業団地や流通拠点が開発され、沿線の産業振興に寄与
関係する地方公共団体等の意見
・第二４号国道古河・宇都宮間建設促進期成同盟会が整備促進及び立体化整備の推進を要望（平成20年12月22日）
・県知事の意見：「事業継続していただけるよう、よろしくご配慮をお願いいたします。今後とも、早期の完成に向
けて、事業の推進をお願いいたします」
事業評価監視委員会の意見
事業の継続を承認する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
北関東自動車道が供用され、さらに、沿道に工業団地・流通団地、大規模ショッピングセンター等が立

地し、当該道路における交通渋滞はますます深刻化している。
事業の進捗状況、残事業の内容等
平成１２年度までに、全線暫定４車線供用。平成２１年度までに全体計画の約９割が６車線で供用済み。

関連する道路整備計画と整合を図りながら、全線６車線化に向けて事業を進めている。
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
用地の取得は１００％完了。引き続き全線６車線に向けた事業促進を図る。

施設の構造や工法の変更等
・渋滞や事故対策のために平面交差点について立体を延伸。
・上部工の軽量化、基礎の見直し、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸの採用により、立体化の事業費を約５億円縮減。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の事業の効果及び進捗状況、コスト縮減の内容、事業評価監視委員会による審議を踏まえると、事

業の必要性、重要性は高いと考えられる。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。


